
庁  議  案  件  Ｎｏ．1   

令和 3年 1月 15日   

所管   財 政 局 ・ 財 政 部   

  

件  名 令和 2年度堺市一般会計補正予算案（第 12号）について 

経 過 ・ 現 状 

 

政 策 課 題 

新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備に係る費用について、「令和 2 年

度堺市一般会計補正予算（第 12号）」を地方自治法第 179条に基づき市長専決処

分するもの。 

 

※令和 3年第 1回市議会（2月議会）において報告 

 

対 応 方 針 

 

今 後 の 取 組 

（ 案 ） 

 補正予算案【資料 1】【資料 2】 

 

◆ 一般会計 

［歳出］                      377,681千円 

(債務負担行為 4,619,000千円) 

 

（内訳） 

○ 新型コロナウイルス感染症への対応         377,681千円 

 

 

［歳入］                      377,681千円 

（内訳） 

○ 新型コロナウイルスワクチン接種実施事業費国庫負担金  

234,824千円 

○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 

142,857千円 

 

効 果 の 想 定 
 

 

関 係 局 と の 

政 策 連 携 

 

 

 



　（歳　出） 千円

（ 債務負担行為 4,619,000 千円）

　　○は現計予算  ●は債務負担行為の設定

○ 新型コロナウイルス感染症の対応 千円

限度額 4,619,000 千円）

○ ●新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備 千円

　【債務負担行為の設定：令和2年度～令和3年度】 (限度額 4,619,000 千円）

　（歳　入） 千円

○ 国庫支出金 千円

・ 新型コロナウイルスワクチン接種実施事業費国庫負担金 234,824 千円

・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 142,857 千円

（地方自治法第179条に基づく市長専決後、2月議会にて報告）

377,681

377,681

令和2年度1月補正予算（案）

377,681

377,681

377,681

ワクチンが実用化された際に速やかに接種事業を実施できる
接種体制の整備に要する経費。

一 般 会 計

資料１

1



（単位 千円）

事業費 国 府 市債 その他 一財

377,681 377,681 0 0 0 0

377,681 377,681 0 0 0 0

1 感染症対策課 222-7043 予防接種（本庁）
ワクチンが実用化された際に速やかに接種事業を実
施できる接種体制の整備に要する経費。

377,681 377,681 0

事業名 補正要求の内容

新型コロナウイルス感染症の対応

所管課 連絡先

一般会計

補正予算（案）

令和2年度1月補正予算総括表(現計)

No

（単位 千円）

No. 所管課 連絡先 事業名 補正要求の内容 期間 限度額

4,619,000

4,619,000

2 感染症対策課 222-7043 予防接種（本庁）
ワクチンが実用化された際に速やかに接種事業を実施できる接種体
制の整備に要する経費。

令和2～3年度 4,619,000

令和2年度1月補正予算総括表（債務負担行為）

新型コロナウイルス感染症の対応

一般会計

（単位 千円）

3 感染症対策課 222-9933 予防接種（本庁）

令和2年度1月補正繰越明許費一覧表

No. 所管課 連絡先 繰越事業費

一般会計

事業名

資料2


